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（いじめの定義） 

 

１．いじめの防止に関する本校の考え方 

（１）学校教育目標 

「ともに学び、活動し、やりぬくよろこびを創造する  －学びを力に－」 

《子どもに育みたい３つの力》 

「考 え る 力」…多様なものの見方・判断力をつける 

「つながる力」…人との出会い・仲間とのつながりを糧にできる 

「やりぬく力」…自分に負けない、あきらめない 

 

（２）基本理念 

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成

に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。 

 本校では、「地域の子どもを育てる」ことを自覚し、部落差別をはじめあらゆる差別を許さず、人と人とが豊か

につながりあう地域づくりを担う子どもの育成をめざし、自分も人も大切にされることを実感できる子どもを育

てることを目標に、教育活動を進めている。 

 また、いじめについては、「どの子どもにも、どの学級においても起こり得る」ものであることを十分認識し、

早期発見・早期対応を行う。さらにいじめの兆候に気づいた場合は、学級担任だけで抱え込むのではなく、児童

一人一人に応じた指導・支援を、学校全体で組織的に行い、必要に応じて、関係機関との連携も図りつつ、以下

の基本的認識を持ちながら、いじめ防止等のための対策を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校及び教職員の責務 

 すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、保護者や地域、豊中市教育委員会

をはじめとする関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。また、いじめ

が疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、その再発防止に努める。 

 

 

ア．いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識を持つ。 

イ．いじめられている児童の立場に立ち、早期発見に努める。 

ウ．「いじめ対策委員会」を中心に、組織的な対応を行う。 

エ．いじめられている児童及び保護者に対する支援を継続して行う。 

オ．いじめに関係した家庭と連携し、指導や支援を継続して行う。 

豊中市立螢池小学校いじめ防止基本方針 

「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人

的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

ものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」＜いじ

め防止対策推進法第２条定義より＞ 

「児童等は、いじめを行ってはならない」＜いじめ防止対策推進法第４条＞ 
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２．いじめの防止等のための基本的な考え方と具体的な取組み 

（１）いじめの未然防止 

（すべての児童への指導） 

 ①「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の児童に徹底する。いじめをはやし立てた

り、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許さないという認識、また、いじめを大人に伝えることは

正しい行為であるという認識を、児童に持たせる。 

 ②学校教育活動全体を通して、児童自身が、いじめを見抜き、いじめを許さず、いじめを乗り越える力を、獲

得できるよう指導する。さらに、気持ちを出し合い、豊かにつながることで民主的に解決できる人と人との

関係があることを、実感として獲得できるよう支援する。 

 ③周囲の友だちや教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規則正しい態度で

授業や行事に主体的に参加・活躍できるよう支援する。 

 

（具体的な取組み） 

ア．子どもとの信頼関係の構築と学級・学年集団づくり 

＊学級開き、学年集会、学級通信、班づくり、行事、表現活動、児童会活動等 

イ．どの子どもにも学ぶ力を保障する授業づくり 

 ＊授業研究、学力定着テスト、音読、反復学習、図書館教育 

ウ．子ども情報の共有と子ども観の共有 

＊子ども支援特別委員会、職員朝会、学年会、支援担当者会、二部会（人権教育部会・学力保障部会）、全体会

（集団づくり研究会、子どものことを知る会等） 

エ．子ども理解力の向上と子ども対応についての相互検証 

＊集団づくりレポート作成と全体研究会、日常的な交流 

オ．保護者・地域との信頼関係の構築と情報の交流 

 ＊家庭訪問、参観・懇談、個人懇談、ふれあい学習週間、地域行事の協働・参画等 

カ．報告・連絡・相談の徹底 

＊校内組織として対応。管理職を含め生活指導担当教諭を中心に当該児童に関係する教職員で生活背景を含む  

子ども情報の共有と総合的な分析と対応判断。保護者への連絡も含む。 

＊関係機関との連携 

キ．人権文化の価値観が貫く学校づくり 

＊管理職・教職員からの日常的な発信、人権講演会、情報モラルに関する学習、開かれた学校等 

 

（２）いじめの早期発見 

（いじめの早期発見のための具体的な措置） 

いじめは、どの子どもにも起こり得る。いじめは、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得るという

事実を踏まえ、すべての児童を対象に、いじめの未然防止に取り組む。 

 

いじめは、他の児童の目が行き届かない時間帯や場所で行われたり、遊びを装って行われたりしているな

ど、大人が気づきにくく、判断しにくい形で行われることが多い。また、けんかやふざけ合いであっても、

見えないところで被害が発生している場合もある。このことを全教職員が認識し、些細な兆候であっても、

いじめではないかという疑いを持って、早い段階から複数の教職員が的確に関わり、積極的に認知する。 
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ア．チャイム着席と時間厳守での授業開始 

イ．教職員による朝の健康観察と欠席者への連絡・確認の徹底 

ウ．家庭訪問、懇談 

エ．班活動の推進 

オ．子ども「げんき調査」の実施（年 3 回） 

カ．子ども寄り添い週間の実施（年 3 回） 

キ．「いじめ対策委員会」の開催（随時） 

ク．「子ども支援特別委員会」の開催（毎週 1 回） 

ケ．スクール・ソーシャル・ワーカーとのケース会議（毎週 1 回、随時） 

コ．地域担当者会（こども園、小学校、中学校、とよなか人権まちづくり協会こども事業担当者） 

 

（３）いじめに対する措置 

（組織的な対応） 

①いじめの発見、通報を受けた場合は、速やかに校長、教頭、首席、児童生徒支援コーディネーター、生活指

導担当、養護教諭、支援教育コーディネーター、スクール・ソーシャル・ワーカーで構成する「子ども支援

特別委員会」に報告する。 

②「子ども支援特別委員会」は、全教職員に情報提供するとともに、関係児童から丁寧に事情を聴き取るとと

もに、まわりの児童からの情報収集を行い、事実関係の把握を迅速かつ正確に行う。 

③いじめ（あるいはいじめの可能性）が確認された場合は、「いじめ対策委員会」を開催し、全教職員が一致

協力して、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童を守るとともに、真の解決や再発防止に取り組

めるよう、速やかに指導体制及び対応方針を決定する。 

④いじめを受けた児童及びいじめた児童の保護者に対しては、直接面談の上、丁寧に事実関係を伝え、今後の

対応への理解と協力を依頼する。 

⑤いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、市教育委員会と連携し、また、必要

に応じて警察署や関係諸機関と連携、相談し、対応方針を検討する。なお、児童に重大な被害が生じるおそ

れがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。 

⑥ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・

保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係児童からの聞き取り等の調査、児童が

被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。 

⑦ネット上の書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった児童の意向を尊重するとともに、当

該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要

に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。 

⑧いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している状態」とは、謝罪を

行った後、次の２つの要件が満たされている場合とする。 

  ・いじめを受けた児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

いじめの発見、通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、全教職員が情報共有するとともに、速

やかに関係児童から丁寧に事情を聴き取るなどして、事実確認を行い、いじめの有無の確認を行う。いじ

め（あるいはいじめの可能性）が確認された場合は、全教職員が一致協力して、いじめを受けた児童やい

じめを知らせてきた児童を守るとともに、「いじめ対策委員会」が中心となり、速やかに方針を提起し、

再発防止に向けて、継続的な指導を行う。 
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ものも含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当な期間とは、少なくとも３

カ月を目安とする。 

  ・いじめを受けた児童が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。本人及び保

護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談により確認する。 

⑨いじめが解消に至っていない段階では、いじめを受けた児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保す

る。「いじめ対策委員会」において、いじめが解消に至るまで、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を

含む対処プランを策定し、「子ども支援特別委員会」を通じて、全教職員に確実に指示し、適切に支援する。 

 

 

３．いじめに対する校内児童支援体制（組織的対応）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊未然防止、早期発見のための教職員の「いじめ」に対する基礎理解のための研修の実施 

 

 

協力 

連携 

職員会議、生活・安全部

会、学年会、職員朝会等 

研修・実態報告・情報交流 

 

ケース会議（連携・校内） 

「子ども支援特別委員会」メンバ

ー・担任・学年 

 

・教育委員会関

係部局 

・池田子ども家

庭センター 

・警察署 

等の関係機関 

・ＰＴＡ、地域 

＜窓口＞「子ども支援特別委員会」 

・事実関係の把握、いじめの確認、経過観察 

・いじめ解消に至るまでの具体的対応・支援 

管理職、首席、児童生徒支援コーディネーター、生活指導担

当、養護教諭、支援教育コーディネーター、ＳＳＷ 

「いじめ対策委員会」 

・解決及び再発防止に向けての指導体制及び対応方針の決定 

・いじめ解消に至るまでの対処プランの策定 

管理職、首席、児童生徒支援コーディネーター、生活指導担当、養護教諭、支援教

育コーディネーター、当該学年団、ＳＳＷ 

管理職 

指導・支援 

相談 相談 

協力依頼・ 

指導・支援 

保護者 全教職員 児童 

情報共有 

報告・連絡・
相談 

報告 

報告・連絡・相談 

 

情報提供・ 
指示・支援 

指示・支援 
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４．いじめ事案の対応フロー 

早期発見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急対応（組織的対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害児童への支援・援助 加害児童への指導 まわりの児童への指導 

・心理的事実を受け止める 

・具体的支援策を示し、安心させる 

・良い点を認め励まし、自信を与える 

・人間関係の確立、拡大をめざす 

 

・事実関係、背景、理由等の確認 

・不満、不安等の訴えを十分に聴く 

・被害児童の痛みに気づかせる 

・課題を克服するための援助を行う 

・役割を与え、所属感を高める 

・グループへの指導 

・学級全体への指導 

中長期対応 

 

 

 

 

 

 

①人権侵害であるという視点を持つ         ②被害児童（保護者）の痛みを共感する 

③被害児童の立場に立つ              ④いじめの背景にも目を向ける 

⑤集団全体を見据えて指導する           ⑥指導体制を整えて組織的対応を行う 

⑦単に謝罪をもって解消したとはとらえない     ⑧必要に応じて、関係機関と連携する 

①被害の態様（暴力、言葉等）          ②被害の状況（時、場所、人数等） 

③集団の構造（被害・加害・傍観）        ④いじめの動機・背景 

⑤被害児童の様子                ⑥加害児童の様子（他の問題行動等） 

「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にあ

る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」 

教職員による発見 本人の訴え・相談 他の児童の訴え・相談 保護者の訴え・相談 

○児童の発するサインをキャッチする 

○定期的に調査等を実施し、実態把握に努める 

○教職員間での情報交流を積極的に行う 

○児童との人間関係を深め、相談しやすい雰囲気をつく

る 

「いじめ」の把握 

事実関係の把握 

指導体制・対応方針等の決定 

保護者への対応 

・訴えの傾聴 

・具体策の提示 

・協力依頼 

①観察、継続支援  ②面談による状況確認  ③集団づくりの充実  ④対応の検証及び教訓化 
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５．いじめ防止等に関する年間計画 

 学校行事・地域行事 児童会 調 査 研 修 いじめ防止等 

4月 入学式・始業式 

学級開き 

参観・懇談 

おりづる集会 

1年生を迎える会 

児童朝会 

あいさつ運動 

校外児童会 

 校内研修 生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

5月 遠足 

家庭訪問 

児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

 集団づくり研 

子どものことを

知る会 

生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

6月 修学旅行 

ふれあい研究集会 

（協働授業） 

児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

子ども寄り添

い週間（子ども

げんき調査①） 

 生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

7月 林間学舎 

個人懇談・平和パネル展 

平和学習報告会 

終業式 

納涼祭（十八中校区） 

学習会 

児童朝会 

あいさつ運動 

校外児童会 

委員会活動 

募金活動 

 校内研修（学力） 

授業研（学力） 

市人研夏季研 

生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

8月 始業式 

学級開き 

  集団づくり研 

地域合同研修会 

校内研修（学力） 

大人研夏季研 

生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

9月  児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

 授業研（学力） 生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

10月 運動会 

遠足 

地区体育祭 

児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

  生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

11月 公開授業研究会 

(参観・全員合唱)  

親子芸術鑑賞会 

個人懇談 

児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

子ども寄り添

い週間（子ども

げんき調査②） 

 

公開授業研究会

（講演会） 

生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

12月 小中交流会（体験入学） 

終業式 

児童朝会 

あいさつ運動 

校外児童会 

委員会活動 

  生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

1月 始業式 

学級開き 

児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

募金活動 

 校内研修（人権） 生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

2月 ふれあいフェスティバ

ル（十八中校区） 

新１年生学校見学会 

参観・懇談 

児童朝会 

あいさつ運動 

委員会活動 

子ども寄り添

い週間（子ども

げんき調査③） 

人権講演会 

（十八中校区） 

十八中校区人研 

生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 

3月 卒業式・修了式 ６年生を送る会 

あいさつ運動 

委員会活動 

 

 授業研（人権） 

子どものことを

知る会 

総括 

（人権・学力） 

生活・安全部会 

子ども支援特別委員会 

学年会 
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＊いじめ未然防止、早期発見、早期解決に向けての組織（通年） 

 内  容 

いじめ対策委員会 指導体制及び対応方針の決定 

子ども支援特別委員会 情報共有・実態把握・支援プラン等検討 

学年会 子どもの状況把握 

生活・安全部会 安心・安全な学校づくりの企画・点検 

子どもの情報交流（職員朝会） 日々の子どもの様子についての情報交流 

十八中校区地域担当者会 校区学校園所・関係機関での情報交換 

げんき調査 学期に 1回実施 担任によるチェック→各組織で対応 

 

 

＜参考＞           いじめに関する相談窓口 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜備考＞平成 26年（2014年）３月 12日作成 

    平成 26年（2014年）９月３日改訂 

    平成 29年（2017年）12月１日改訂 

    令和３年 (2021年) ２月 22日改訂 

    令和４年 (2022年) ５月３１日改訂 

    令和５年（2023年）６月１日改訂 

教育相談窓口（児童生徒課 生徒指導係  

 電話番号 06－6866－0783 

 （月曜日～金曜日 10 時～17 時受付） 

 

教育相談総合窓口（児童生徒課 教育相談係 教育センター内） 

 電話番号 06－6840－8121 

 （月曜日～金曜日 9 時～17 時受付） 

 

こども総合相談窓口（こども支援課 すこやかプラザ２階） 

電話番号 06－6852－5172 

 （365 日 24 時間） 

 

こども専用フリーダイヤル（こども相談課 すこやかプラザ内） 

 電話番号 0120－307－874（通話料無料） 

 （365 日 24 時間） 


